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『コモ ンズの悲劇』再考～ コモンズ論の新展開

藪 谷 あや子(京 都大学大学院)

は じめに

『コモンズの悲劇』(以 下,『 悲劇』).こ のわ

ずか3フ レーズばか りの文章には極めて簡潔で

逆説的な仮説が仕組 まれている.人 間心理の複

雑さに言及 しつつ,緊 張をはらんだ均衡状態か

ら一転 して悲劇的な結末におとし込むダイナミ

ズムは,論 旨に異論がある人をも引きず り込む

強い訴求力をもっている.し かし,レ トリック

の綾は事実をソフィス トケィテッドする作用 を

もち結論 を誤らせる可能性を孕んでいる.本 章

は 『悲劇』の比喩にみ られるイデオロギ ー,言

説がどのような構造的な問題点をもつのかを考

察 しようとするものである.

結論的に言えば,歴 史学,文 化人類学,開 発

経済学等の研究成果 と,何 よりもコモンズシス

テムが現在も優勢な途上国で暮 らす人々自身か

らの反論 をもって,『 悲劇』 は事実に反すると

のおおかたの評価が定 まりつつある.即 ち,多

くの途上国では,開 発に伴 う貨幣経済の急速な

浸透によってコモ ンズシステムが衰退 し,そ れ

にもかかわらず社会制度の改革が並行 して行わ

れないために,そ れまでの貧しいなが らも平等

で相互扶助の慣行に守 られてきた農村共同体の

中に貧富の差が持ち込まれ,コ モンズが支えて

きた多様な風土にねざした伝統的な産業 と生活

には混乱 と困難が もたらされている.つ まり,

言説としての 『悲劇』の発想を育んだ西欧の近

代化思想こそが現実のコモンズを衰退においや

った元凶ではないかと指弾されているのだ.

本章が副題 とした 「コモンズ論の新展開」と

は,「 悲劇』 をより詳細 に検討することによっ

て,そ の言説,イ デオロギ ーとしての論理を批

判することによって,間 宮陽介氏のいうように,

コモンズが 「私的所有原理に立つ市場システム

を相対化する」役割をもつ ことを明らかにした

い.し か し,本 稿 をその一章とする拙稿 『現代

コモンズ論の射程』(経 済論叢別冊 「調査 と研

究」第11号1996年.)は,そ れにとどまるこ

となく,現 代の高度な情報 と科学技術 と人権意

識の普及 という新 しい条件のもとでコモンズの

機能を再生するための仕組みやルールを開発す

ることをめざしているものであることを言い添

えてお きたい.

1コ モンズ論の新展開

1―1『 ⊇ モ ン ズ の悲 劇 』 とは何 か

『コモ ンズの悲劇』.こ の公益 と私益の軋櫟

と調和に関する小 さな比喩は,環 境問題の研究

者の間では有名である.し か し,発 表された当

初を別にすれば,頻 繁 に引用される割にはテー

マとして真正面から取 り上げられたことはまれ

で,わ が国で も1970年 代にスリランカの共同体

の構造を分析 した中村尚司氏が着 目してす ぐれ

た考察 を示 している程度であった.と ころが,

近年,環 境問題や近代化批判の立場からコモン

ズ論が注 目されるに至って,こ の比喩の意味が

あらためて問い直されるようになった.

まずこれまでの経過を概括 しておこう.環 境

問題において 「コモンズ」なる言葉を有名にし

たのは,生 物学者であ り人ロ問題の活動家 とし

ても知 られるG.ハ ーディンの論文 「コモンズの

悲劇」(1968)に 由来する。これは,海 外の文

献では頻繁に引用されるものである.

論旨については,そ の批判 とともに多 くの言

及が な されてい るの で割愛 し,こ こで は,

「個 々人の効用 を最大化 しようとする牧夫の合
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理的な行動は,際 限なく家畜を牧草地に増やす

ことにつなが り,全 体 としてみた牧草地(コ モ

ンズ)は 過剰放牧によって疲弊する」(浅 子 ・

國則氏)と いう悲劇的な結末をもたらすメカニ

ズムをいかに解釈するかを問題にしたい.例 え

ば,「 コモンズの悲劇」の者が,こ のメカニズ

ムにマイナス評価を下 していたことはまぎれ も

ないが,一 方,こ の論文に対 して,例 えば,人

口増加問題と関わらせた白人の優越的資源配分

論とする批判は当時からあった し,昨 今では,

『コモンズの悲劇』 と名づけられた現象が果た

して歴史的事実に妥当しているか どうかという

指摘 もさることなが ら,ハ ーディンの論文が新

古典派命題の論拠 として利用 されてきたという

点についても厳しく批判されているところであ

る.Dか かる批判は,近 年ではとりわけ途上国

の論者およびフェミニズムの立場に立つ論者か

らのものが鋭い.し か し,ま ずはいったん事実

関係 は保留 し,『 コモンズの悲劇』 を概念ッー

ル(コ モンズの悲劇モデル)と して活用する立

場か ら考察を加えよう.

例えば,中 村尚司氏 は,『共同体の経済構造』

(1979新 評論)の 中で,H,E.デ イリーの文章

を引用 しつつ,2}こ の論文を,私 企業と社会主

義 という両制度の比較検討を通 じて,環 境汚染

のメカニズムが経済体制の 「型」に規定される

こと,環 境の社会的意思決定における公 ・共 ・

私の関係,官 僚制や社会計画担当者の占める役

割の重要さという結論を引 き出したものとの解

釈を示 している.注 目すべ きは,中 村氏が,コ

モンズの荒廃 という結果より,む しろ 「専門家

たる調整者,あ るいは民主主義の不在 こそが社

会的意思決定の悲劇的結果を惹起する」 という

ス トーリーを逆説的に組み替 えて,「 コモンズ

において社会的意思決定の調整者が存在 し,民

主主義が機能するならば環境保全は実現する」

という理想的な結末を導 くメカニズムとしてプ

ラス評価を与えている点である.即 ち,中 村氏

は,コ モンズのように共同体と環境の持続的発

展を合意 し,か つ全員一致ルールに基づ く社会

的合意システムを有する社会においては,個 々

人の環境尊重の行動の累積は社会全体 として環

境保全 を実現 する と主張す る.要 するに,

「コモンズ効果」 という同 じものについて,一

方(コ モンズの悲劇モデル)は 環境破壊をもた

らす もの,他 方(コ モンズ論)は 環境保全を可

能にするものとの正反対の評価を下しているの

である.し か し,両 者に共通するのは,ス ミス

の 「見えざる手」で表現 される市場経済の自己

調整機能への批判である.い いかえれば,双 方

ともにコモンズを,環 境破壊 あるいは環境保全

の内在的装置(加 速あるいは自動制御)と して

把握 しているが,こ れは,個 別に行われる私的

利益追求(個 別規制)の 累積的効果,つ まりマ

クロ経済学の教科書がいう 「合成の誤謬」の一

例と考えれば納得できる.結 論的にいえば,市

場経済,計 画経済の双方 ともに 「コモ ンズの悲

劇」を防 ぎえないこと.つ ま り,世 代間におけ

る希少資源の最適な配分を実現で きないことを

証明 したうえで,「 環境破壊 をもた らすメカニ

ズムがどのような条件の下で,つ まり,主 体側

がどのような発展段階にある時に,環 境保全の

メカニズムに転化するか」 という設問に置 きか

え,環 境制御システムの構築における重要なイ

ンプリケーションとして受けとめることができ

る.し か し,現 代社会では環境保護の合意 と合

意システムの構築には多 くの困難が横 たわって

いる.例 えば,地 球規模での空間分業 と高度な

社会的分業が達成された現代社会にあっては,

従来であれば狭域であるか らこそ成立 し,可 視

的であったところの[受 益一負担]と[生 産 ―

消費]の 関係が,グ ローバルな企業活動と複雑

な取引関係 に覆 い隠されがちである.ま た,

「大競争時代」を迎 えて企業の多国籍展開が激

化するなかで,規 制緩和 をめ ぐっての[個 人

(企業)の 自由 と共同体]の 確執はますます調

整 しがたいもの となっている.さ らに,先 端的

な金融取引制度によって,世 界の投資会社 は巨

大な資金力 と情報力を駆使 して,た とえそれが

自国を相手であっても,一 国の通貨を暴落 させ

るまでの 「自由」を享受するに至るまでになっ

ている.
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1-2コ モンズ論の新展開

次に,コ モ ンズ論を今 日的視点か ら再検討 し

てみよう.

ま ず,コ モ ン ズ を 詳 し く検 討 し た す ぐれ た

リ ー デ ィ ン グ"CommonPropertyResources:

EcologyandCommunity-BasedSustainable

Deveiopment(Berkes,F.andM.T.Farvarl989)が

あ る.ま た 学 術 誌 「人 環 フ ォ ー ラ ムNO.2」

(1997)は 特 集 『コ モ ンズ の悲 劇 を超 えて 』 を組

ん だ3).こ れ は,当 時発 生 した イ ン ドネ シ ア の

大 規模 な森 林 火 災 が 彼 の 地 の 焼 畑 に よる もの で

は ない か とい う風 説 が 流 布 した 背 景 に,焼 畑 と

い う生 産 様 式 が 潜 在 的 に森 林 の 破 壊 を招 くも の

とす る偏 見 を た だ す 意 味 で も タ イ ム リ ー な企 画

で あ っ た.そ の 内容 は 後 述 す る が,そ の なか で

間 宮 陽 介 氏 は,ハ ーデ ィ ンが 議 論 の 出発 点 に お

い た コモ ンズ は名 ば か りの も の で あ っ て 実 は な

ん ら コモ ンズ で は な く,歴 史 的 な コモ ンズ は,

ハ ーデ ィ ンの い う 『コモ ンズ の悲 劇 』 が 始 ま る

ま さ に そ の 時 点 か ら 出 現 し た も の で あ っ て,

人 々の 生 活 が森 や 川 や 海 の 産 出す る 資 源 に依 存

し てい る社 会 で は,人 々 は コモ ンズ の破 滅 を 防

止 す る た め に,資 源 利 用 の 方 法,ル ール,所 有

制 度 な ど あ ら ん か ぎ りの 工 失 を試 み る と述 べ

て,ハ ーデ ィ ンの 『悲 劇 』 の論 証 に は根 本 的 な

事 実 誤 認 が あ る と結 論 づ けて い る.

植田和弘氏 も,環 境経済学の立場から,「従

来,コ モンズの評価 に関しては,共 有地は私的

所有者が明確に規定されていないため,必 然的

に過剰利用 されて しまうと論 じられがちであっ

た.そ の結果,コ モンズは管理形態 として適切

ではなく,私 有化を進めるべきだとされて きた.

ところが近年,コ モ ンズの機能に着 目した再評

価が行われているなかで,『 コモ ンズの悲劇』

の議論にはコモンズの性格や機能に関する多 く

の誤謬が含まれているのではないか という疑問

が提出されている」 と述べて比喩の再考 を促 し

ている4).

ま た,環 境 的 公 正 と平 等 を求 め るV.シ バ やK.

マ ー チ ャ ン トな ど途 上 国 の 論 者 や エ コ ロ ジ カ

ル ・フ ェ ミニ ズ ム の論 者 は,近 代 化 批 判 の 立 場

か ら,『 コモ ンズの悲劇』は資本主義を生んだ

西欧近代市民社会の思想的根拠 を体現するもの

として一様に切って捨てるがごとく批判する.

5)西欧近代市民社会の世界観 とは,利 己的 ・競

争的な男性中心の人間観 と,自 然を征腋すべ き

対象 とみなす人間中心主義の自然観という二つ

の西欧的伝統 に立ってお り,そ れらは同根 一人

間と自然に対する闘争的,暴 力的な態度の表出

であるとする.そ してこの西欧近代の世界観が,

排他的 ・暴力的な 「近代的」土地所有権思想,

侵略的 ・帝国主義的な政治思想,人 間疎外的 ・

還元論的な科学技術思想等々として展開し,資

本主義の発達,近 代化推進のエネルギ―であっ

た とする.こ の抗 しがたい近代化の流れは,今

世紀初頭 までには途上国の自然資源 ・土地 ・人

間そのものを略奪する武力的侵略を終え,第 二

次世界大戦後の最終四半世紀は経済的侵略によ

って資本主義の地球規模での拡大 と西欧的生活

様式の浸透を介 して,地 球規模 においても,そ

れぞれの国民国家の内部においても貧富の格差

を拡大 させ,各 国,各 地域の多様な文化を画一

化させてきた.申 村陽一郎氏はこれを 「資本主

義のブル ドーザ ー作用」 と表現 している.

要するに,彼(女)ら の主張は世界システム

論的観点から,近 代化による世界資本主義体制

への包摂 こそが,南 北問題を[先 進国=浪 費的

な資源消費][途 上国=貧 困による環境破壊的

な資源の濫伐,濫 採]と いう二つの資源消費,

環境破壊のパ ターンとして表出し,そ の帰結が,

さまざまな経路やカップリングを経て,現 在の

地球規模での環境問題をひきおこしたとみる.

『悲劇 の思想構造はその象徴としてある5>.

さらに,こ れまでの経済学においては,環 境

問題がメインス トリームのテーマとして扱われ

てこなかったばかりか,西 欧近代市民社会の価

値観 を無批判に補強してきたか,あ るいはその

犯罪性を断罪するあまりに,人 間の利己心や闘

争心を否定 し善意を組織化 しようとした ところ

に,形 は異なるがやは り西欧近代市民社会の価

値観の傲慢さがなかったかをふりかえり,学 と

しての経済学のパラダイム転換を志向する論者
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の なか に は,コ モ ンズ の 再 評 価 を手 が か りに し

て,来 世 紀 に ひ きつ ぐ問 題 群 一エ コ ロジ ー,ジ

ェ ン ダ ー,エ ス ニ シ テ ィを 扱 い う る モ ラル サ イ

エ ンス と し て の 経 済 学 を 再 構 成 し よ う とす る

人 々 が い る.ま た,本 稿 全 体 が テ ーマ と して き

た 共 同 体 倫 理 と 自由 な精 神 との 調 和 とい う視 点

か らみ れ ば,A.セ ン とH.ア ー レ ン トが 注 目 され

る6).

A.セ ンは,『 悲劇』が無条件に前提にする利

潤最大化を求めて行動する人間像,即 ち,新 古

典派経済学が市場システムの前提 とする人間像

の欠陥に対 して,倫 理を取 り込んだ人間像を再

び市場システムに埋め込むことで,市 場システ

ムの際限なき欲望と膨脹を内部から規制 しよう

と挑戦 している.ま た,旺 アーレントは,多 数

決原理がはらむ衆愚政治の可能性 という民主主

義に随伴する意思決定過程におけるパラ ドック

スを,必 要悪 としての国家の うちにではなく,

古典古代のアゴラに集う民主主義精神やアメリ

カ合衆国の建国精神をひきつ ぐ 「私」の伝統に

立つ公共空間の再生に,即 ち,自 己の価値観の

重い部分を共同体倫理 ・規範にお く 「私」人を

基礎とした社会共同体のうちに求めている.

ll「 コモ ンズの悲劇」の再検 討

H-1論 文 「コモンズの悲劇」の主張

『コモンズの悲劇」の考察に先だって,ま ず,

提唱者Gノ 、一ディンの意図するところを再確認

しておこう.ハ ーディンは,

(1)途上国の人口爆発による地球上の人口増大に

対して,資 源利用に関する何 らかの国際的政策

調整がなされることがない状況は,将 来的に資

源の絶対的,相 対的狭隆化を生み,そ の争奪 と

過剰利用を必然的とし,地 球 と人類の荒廃 とい

う悲劇的な結末に至るであろうと警鐘を鳴 らし

た.(2)悲 劇的な結末を提示することによって,

資源の有限性への問題認識を訴え,地 球上の共

右資源が適切に管理 ・運営 されるには,関 連情

報が開示され,資 源の効率的な利用 と配分 を促

進 し,資 源の浪費,汚 染,汚 濁 に対する責任の

所在が明らかにされるような政治経済体制が選

択されねばならないと主張 した.(3×2)の主張を

実現する体制が何かは明示 していないが,「 共

有(国 有)の もとで官僚制と情報抑圧の傾向を

はらむ」社会主義 と,「私有の もとで個 々の利

潤最大化行動が全体 として無政府性 に帰結す

る」資本主義を批判 し,「 自由主義と民主主義

に支えられた」 自由経済を指 していることは明

らかである.

即 ち,彼 は,① 計画経済を,市 場的な 〔需

要 一供給〕情報に基づかない(実 体経済 との乖

離)政 府指令による資源の利用 ・配分は非効率

性をうむ.こ の矛盾は官僚制によって増幅 され

るが,競 争を排除しているためにこの状況は構

造化 されると論難す る.一 方,② 市場経済は,

各人がその所有す る財産か ら最大利潤を引 き出

そうとして資源を効率的かつ高度に利用する.

しかし,全 体 として無政府的に資源を極限まで

利用することによって環境破壊をひきおこすと

述べる.そ こから導出された結論 として,計 画

経済 と市場経済の環境破壊 にかかわる矛盾を克

服す るための政治経済体制が選択 されねばなら

ない.ま た,国 際的な資源配分のために,民 主

主義的な規制と協調が必要だとしている.

要するに 「悲劇」 は,一 方の極 に[情 報抑

圧 ・独 占体制の下での非効率で現実から乖離 し

た資源配分]を,他 方の極に[無 秩序な資源め

搾取 と浪費]の 必然性 をみて,・これら両極の政

治経済体制はともに真の計画 と合意なき資源利

用 と配分であると述べ,や がて来る過剰人口の

時代 には資源の争奪による悲劇的な結末に至る

ことを述べたものである.ソ 連型社会主義の崩

壊が今世紀の社会主義体制の下での驚 くべ き環

境破壊 を明るみに出 したこともあって,彼 の主

張それ自体に反対す る人は少ないと思われる.

『悲劇』の功績 として,ま ずは1960年 代の時点

で,環 境破壊が二つの型の政治経済体制にかか

わらずひきおこされることを述べた点について

は評価 しておこう.

ここで 『悲劇』 をより理解するための格好の

素材 として,彼 の別論文 「救命ボー トに頼る生
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存」(1974)に みる 『救命ボートの論理』(以 下,

『ボ ート』)の 比喩 にも言及 してお きたい.『 悲

劇』と 『ボート』は,生 態系学者であ り人口問

題学者でもあるハ―ディンのそれぞれの分野で

のスタンスの表明でもあり,こ れらを補完 しあ

えば彼の主張の真意をよく理解できるように思

われるからである.問 題は彼の論理の整合性 と

帰結点であるが,そ の前に 『悲劇』 と同 じく

『ボート』 も多分に寓意的 ・隠喩的で多義的な

解釈が可能である.一 つの例 として,政 治学者

佐藤誠三郎氏の解釈を紹介 しておきたい.7)

『救命ボートの論理』 とは,危 機の際 して弱

者や重傷者は足手まといになるか ら苦痛 を減ら

す以上の治療 しないという軍隊の規範 「治療優

先順位(ト リアージ)」 を救命ボー トの状況 に

たとえて,途 上国への開発援助に適用 したもの

で,「 定員オ ーバ ーの船が転覆 した場合,全 員

を救うのに十分なだけの救命ボ ートはない.救

われる諸個人は十分に強壮で自分を助けること

ので きる者である」 との比喩を,地 球の人口が

食糧資源を上回った場合,戦 時の負傷者たちに

対 してとられたような選別方式の政策を用いた

選択的援助が国家 に対 してなされるべ きである

と主張 したものである.即 ち,食 物の余剰のあ

る発展 した国々は,人 ロ抑制策に自発的に同意

する途上国だけを援助の対象 とすべ きだとの主

旨であ り,こ れに対 して,途 上国の論者 をはじ

め厳しい批判が寄せ られている.

しか し,政 治学の立場か らする佐藤氏の解釈

は若干ニュアンスが異な り,救 命ボートの状況

を,あ る種の価値の希少性が極度 に高まると,

マーケットメカニズムがうまく機能 しな くなる

とともに政治が介入することも不可能になる戦

争直前の場合が発生することにたとえて,環 境

問題はまさにこのような状況であり,そ の解決

に政治の介入が必要 とされると解する.佐 藤氏

によれば,船 が沈みかかっているのに救命ボー

トの数が限られている場合,全 員が救命 ボー ト

に乗ろうとすればボートが沈んでしまい,結 局

一人も助か らないことになる.か といって譲 り

合っていたらやは り全員死んでしまう.し かし,

誰が救命ボ―トに乗 り,誰 が沈みゆく船 と運命

を共にすべきかをみんなが納得する形で決定す

ること(政 治的な処理)は 不可能で,こ のよう

な状況では暴力によって他人を排除す る結果

(戦争)に 行き着かざるをえない状態 となる.

要するに,「神の見えざる手」状況 と 「救命

ボート」状況 との中間には,メ ンバ ー全員が協

調すれば全体 としては一番好ましい結果が得 ら

れるが,各 人にとっては他を出し抜いた方が 自

分の利得 は最大になるが,全 員がそのような裏

切 り戦略をとるならば全体 として最悪の結果に

なる場合(ゲ ーム論でいう 『囚人のディレンマ』

状況),い いか えれば,自 然 に放置すれば最悪

事態になりやすいが,リ ーダーシップが適切 に

発揮 されれば全体 として最善になるという状況

があ り,政 治が必要とされるのはまさにこのよ

うな状況だという.こ れは,計 画経済 と市場経

済のそれぞれの環境破壊にかかわる矛盾を克服

する政治経済体制 を選択 して,民 主主義的な規

制と協調のもとに国際的な資源配分を実現すべ

しとする 『悲劇』の結論 と合致する.こ こでも

ハーディンは支持 されよう.

『ボート』 と 『悲劇』を重ねたハーディンの

主張は,「 人間社会における競争や紛争の処理

の仕方という観点からすると,社 会の成員全員

が 自己の利潤 の最大化 を追求 して行動すれば

(マーケットメカニズム)全 体 として最悪の結

果になる(戦 争)と いうディレンマ,ま たちょ

うどその逆で,利 他的に行動すれば全員共倒れ

になるというディレンマが存在する.こ れ ら二

つのディレンマを回避するためには,全 く自由

な競争ではなく,政 治の介入する競争が望 まし

い場合があ り,環 境資源問題がそれである.」

と解されよう.し かし,彼 の論証はどこかおか

しい.も う少 し詳細に検討 してみよう.

H―2『 コモンズの悲劇」の誤りと教訓

ハ ーディンの論証には事実とレ トリックとの

巧みなす りかえがあるし,主 張の前提 となる歴

史認識と結論にも問題が多いことを明 らかにし

よう.
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第一は,事 実認識の皮相さである.彼 は環境

問題の要因としての資源制約をマルサス的観点

からする人口問題のみに求め,し かも結論 とし

て途上国の自己責任,自 助努力だけに帰 してい

る.こ れについては,従 来の経済学が制約概念

を無視していたことに対 して,資 源制約のもと

での配分という枠組みを強調 したことの意義は

あるが,南 北問題の存在 をはじめとする途上国

の人口増大の要因については一切ふれないまま

に,途 上国の努力いかんに原因を帰着 させる意

図を疑わないわけにはいかない.経 済学 はその

後,ロ ーマクラブの成長の限界,ボ ールデイン

グの宇宙船地球号,あ るいはエ ントロピ―論等

によって鍛 えられてい くが,ハ ーディンにはそ

の発展はみられない.人 口問題の背景の分析 を

誤まった人口学者の責任は大 きいといえよう.

第二に,歴 史認識の欠落である.地 球規模で

の資源配分問題を論 じる場合には,先 進国,途

上国,最 貧国とい う三つのグル ―プのそれぞれ

の主張の背景にある現状分析 と歴史的な経過を

ふまえた理解が不可欠である.こ れこそが資源

の効率的な配分が公平性 と公正性 と衝突する最

大の局面である.ハ ーディンは,南 北問題とし

て表れる世界の政治経済の構造的矛盾の克服 と

いう観点を完全に欠落 させている.彼 は,資 源

消費において国際協調 と民主的規制を提唱しは

するが,内 実は環境問題の解決に努力墨 経

済的余裕がある国だけが資源配分にあずかる資

格があると述べているにすぎない.加 えていえ

ば,彼 は(人 口問題,環 境問題に対 してと同様

に)コ モンズに対 して歴史認識や現状分析が欠

落しているにもかかわらず,実 態 と異なるもの

をコモンズとして描いたために,コ モンズは大

いに世界 に注視 されるようになった.た だ し,

コモンズ(に 象徴される途上国や共有的な資源

利用制度)へ の偏見をふりまきながら….

ハーディンは,コ モンズを,人 間の本性 にか

なったアクティヴな私有の前に形式的で無力 な

共有が凌駕されていく舞台として描 き,コ モン

ズシステムは環境破壊 を必然的 とするメカニズ

ムを内包するとみなした.し たがってコモンズ

を基礎 とする共同体経済もまた環境破壊を必然

とする前近代的な仕組みであって,コ モ ンズ

(社会)は 近代化すべ き,啓 蒙されるべ き対象

と位置づけられた.そ こから,共 有制にかえて

私有制を,共 同体経済にかえて(民 主主義的な)

資本主義経済が選択 されるべ き政治経済体制で

あるとの結論が導 き出されている.

第三に,ハ ーディンは,巧 みな比喩と論法に

よって,自 分の研究成果や理論か ら得 られた結

果にではなく,自 分のイデオロギーへ と結論を

誘導 している.彼 の主張は三段論法から成って

いる.即 ち,

①途上国の無責任で自己中心的な人口圧力によ

る食糧資源の供給不足→

②計画経済と市場経済それぞれの環境破壊にか

かわる矛盾 を克服する民主主義的な政治経済

体制のもとでの規制 と協調による国際的な資

源配分の実現→

③②に努力しない途上国への制裁措置としての

援助停止(選 択的選別方式)

以上の三段階の各々をみてい くと,次 のよう

な評価を下すことがで きよう.

① の原因はコモンズによるもの として描かれ

ているが,こ れは誤 りである.(そ の結果,ひ

きおこされた資源制約の国際対立,人 類の生存

と戦争の危機 を救命ボートの状況にたとえてい

るが,こ れ自体は巧みな比喩である.)

→② を自説として展開するが,こ れは支持で き

る見解である.

→最後に③で,途 上国への開発援助(ハ ーディ

ンにあっては先進国か らの恩恵的,地 球防衛的

イメージが強い)に おける選択的選別方式を結

論とするが,こ れは,① との因果関係 として提

起 している限 り誤 りである.要 するに,彼 の診

断は正 しいが,結 論は間違っている.

多 くの人々が 『悲劇』 と 『ボー ト』 を支持す

る訳は,良 識的な結論を提示 しなが ら鮮やかに

展開されている② の部分だけに目を奪われるか

らではないだろうか.佐 藤氏の解釈 も,② の部

分を取 り上げている限りでは正当で立派な解釈

であることには違いない.し か し,ハ ーディン
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が狡智にたけている点は,② を全面に押 し出し

つつ,意 地悪 く言えば,密 やかに①を原因とし

て刷 り込み,③ の結論に読者を落 とし込む点で

ある.要 するに,第1段 と第2段,第2段 と第

3段 との 『つなぎ目』(こ こでは,結 節点が重

要な役割を果たしている)の 部分で論理 を飛躍

させ,巧 みに自らの主義,所 説に誘導するので,

最後には② の部分の肯定 と,① と③ との[結

果 一原因]の 因果関係だけが印象に残るのでは

ないだろうか.そ してそれを納得させるのはア

ナロジ―の面白さであろう.

『コモンズの悲劇』についての批判は,さ し

あた り本稿のテ―マに関する限 りは尽 くせたと

思 う.次 に,コ モ ンズに対する偏見 と悲劇 を超

えるために,ハ ーディンを離れてコモンズの荒

廃について考察 してみよう.

皿 コモ ンズ はなぜ荒廃 す るか

～掟破 りの メカニズム

皿一1歴 史上のコモンズ

ハ ーディンの事実誤認のもとになった 「コモ

ンズの荒廃」現象は先進国の歴史上のコモンズ

か,そ れとも途上国でいまも見 られるコモンズ

か どちらかである.で は,両 者 はどのような原

因によって生 じたのかをみてみよう.

(1)共 有地 と入会地

一つは言葉の問題(訳 語)が ある.共 有地と

入会地は日本においてはほぼ同義語 として使わ

れているが,中 世 ヨーロッパでは異なる役割を

もつ異 なる意味の土地 として明確 に区別され

る.

まず共有地について.大 塚久雄氏以降の研究

が示す ように,中 世 ヨ―ロッパの共有地 とは,

古い時期に村落共同体による配分ルールにした

がって分割された もので,こ の画地は私有地の

ように個別の占有権,使 用権が設定されており,

耕作をは じめ とする維持管理は個人の責任 とさ

れていたが,さ まざまな共同体規制が課せ られ

ていた.即 ち,三 圃式農業 として知 られるヨー

ロッパ農業では,地 力を保全するために共有地

は三つに分けられ,放 牧地 と秋小麦と春小麦の

ための土地に充てられていた.か かる耕作形態

にあっては,一 つは,土 地の割 り替えを可能に

するには小麦の種類を指定する作付けの強制が

必要であった.二 つに,放 牧地には馬や牛の頭

数規制 と囲いの維持管理に関する規制があっ

た.

次に入会地について.共 有地の外側の森林,

沼地,荒 蕪地は,通 常,日 本のそれと同様 に,

入会って利用する代償として私的な資源の濫用

を規制する掟 を守 り,共 同で維持管理する義務

が課せ らた入会地であった.要 するに,共 有地

にせよ入会地にせ よ,歴 史上のコモンズで規制

を有 しない土地は例外的であ り,コ モ ンズの荒

廃は何 らかの事情で規制が機能しない状況から

生じたと結論づけられる.間 宮氏が言うように,

まさにコモンズの規制はコモンズの荒廃 として

の悲劇か ら得た人々の経験知であった.こ うし

た点か ら,コ モンズは 「共有地」と訳すべ きで

はな く,例 えば 「入会地」と訳す方が適切だと,

既に平松紘氏が指摘していると植田氏が紹介 し

ている.

要するに,訳 語の不正確さが 『コモンズの悲

劇』の解釈 に混乱 を増 した要因 ともなってい

る8>.わ が国では,明 治以前には私的土地所有

権が法認されていなかったために共有地は存在

せず,一 般的に私有地あるいは公有地でない土

地は,入 会地 と共有地の厳密な違いを要求され

ることな く不明瞭に混同して使われてきた.

ともあれ,ハ ーディンの 『悲劇』の論旨に適

うコモンズは,利 用規制が課せ られているとい

う点で 「入会地」 と訳すべ きであ り,そ のよう

な土地では特別な事情がない限り悲劇は未然に

防がれていた.

もちろん,特 別な事情 ―例外 とは,掟 破 り,

盗伐である.し かし,こ の状態はもはやコモン

ズとはいえない.ハ ーディンの論証の前提には

事実誤認があったというべ きであろう.先 の聞

宮氏の指摘はそのことを述べたものである.

(2)北 西 ドイツの農村定住史

中世ヨーロッパ村落形成史は,例 外 はあるが,
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一般的にコモ ンズにおいて主流であったのは過

剰利用ではなく,む しろ,自 然環境親和型の持

続可能な利用(SustainableUse)で あったこと

を明らかにしている.で は,例 外 とされる歴史

上 しばしば起こりた 「コモンズの荒廃」現象の

原因は何だろうか.そ の一事例が,肥 前栄一氏

の土地制度 と村落共同体の構造との関連 を示す

北西 ドイツの農村定住史(同 時に村落共同体内

部の階層分化の変遷史 となっている)の 研究に

みられるので紹介 しておきたい.9)概 略は以下

のとお りである.

(1)中 世 ドイツの土地制度は,基 本的に三世代

共住の直系家族からなる各農家が,村 落の中に

①ヘ レディウム(宅 地 ・庭畑地)所 有権,②30

モルゲンを基本単位 とするフーフェ耕地所有

権,③ 共有地(採 草地 ・放牧地 とくに森林)の

用益権 一という三層か ら成る一体化された権利

を有する ものであった.こ の ように,持 ち分

フーフェを所有する農家だけが村落の有する共

有地の完全な権利者であり,村 落における本来

の最も正統的な共同体員とされていた.

この場合,② のフーフェ耕地の分配は,大 塚

久雄氏が考察した古典古代の共有地分配に起源

を湖ることができようが,厳 密に言えば,中 世

においてはもはやそれらは共同体の共有地では

なく,領 主の所有に属する土地 を共同体構成員

の合意によって平等に分割 し,そ のうえで領主

に地代を貢納 したもの とされる.そ の際,中 世

北西 ドイツの土地制度の特色 として,か かる土

地配分が個別農家の諸事情(家 族員数,年 齢別,

性別構成その他に基づ く耕作能力や土地需要の

相違)を 勘案することなく一律に(即 ち形式的

に平等に)行 われたことが指摘されている.

これは,土 地配分における血縁原理ならぬ地

縁原理であるとされ,「 経済的には不合理な,

こうした 『法的な観点』の優位」 について,

氏は,ゲ ルマン大移動期=封 建的革命期に芽生

えたヨーロッパに固有な法=権 利意識の所産で

あり,そ れがフランク王国のカロリング王朝期

以降,グ ルントヘルシャフ トの主導 したフーフ

ェ制度を確立させたものと述べている.中 世の

封建的な村落共同体 とはこうしたフ―フェ保有

農民の隣人集団=共 同組織であった.

② 旧ザクセン時代から定住を開始 していた最.

古の農村定住者(旧 農民)で あるフーフェ農民

は,「 マイヤー」 もしくは 「エルベ」と呼ばれ,

彼 らのみが 「中核 をなす耕地」としてのエッシ

ュ地をもち,エ ッシュ ・ゲノッセンシャフトの

本来の構成員 として,マ イヤー(エ ルベ)地 と

呼ばれる完全な権利と最高の義務を負 う土地を

配分されていた.エ ッシュとは元来,旧 農民に

よって9世 紀以前の旧ザクセン時代に開拓 され

た最古の最優良地であり,長 地条型 と混在地制

を特徴 としていた.ま たマイヤー(エ ルベ)地

は,主 たる義務 として,賦 役(馬 による農耕 と

従軍の公的役務),納 税(主 として軍税),共 同

体の公租負担義務 を負い,権 利 として,共 有地

用役権(共 同放牧権),森 林伐採権 ・豚の飼料

採取権,泥 炭採取権等を有 していた.・また屋敷

地には共有地用役権が付随 し,手 賦役の義務が

課された.彼 らは18世紀に至っても 「農民貴族」

として村 内の特権階級をなし,そ れ以外の住居

(小屋)と 範疇的に区別されていた.

11世紀頃を境 として,特 に中 ・南 ドイツの農

業生産における穀作の意義が高ま り穀物による

地代納入の意義が高まるにつれて,少 なくとも

12世紀以前には屋敷地の単なる付属物で しかな

かった耕地の比重が大きくなり,12世 紀には耕

地 と屋敷地の地位が逆転 した.そ してユ1～12世

紀になると,人 口増による共有地の相対的不足

の下で,エ ッシュ共同体の土台の上に共有地共

同体が成立する.即 ち,人 口増加 による共有地

の相対的な狭小化 し,お よび成立しつつあるグ

ルントヘルシャフトへの対応 として,森 林の保

護 と合理的利用,ま た旧農民の旧来よりの権利

の擁護を目的 として,10～11世 紀には,「持分

フーフェ」を構成要素とするコンポラティーフ

なマルク共同体が成立 した.

(3)こ のようなフーフェ制度を土台とした北西

ドイツの土地制度は,中 世中 ・後期以降,次 第

に新 しい定住形態をうみ出した.そ の詳細な解

説は割愛せざるをえないが,お およそ以下のよ
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うな順序で新規定住者が出現 していった.

即ち,10～12世 紀には世襲ケ ッタ―(小 屋 に

住む者の意か)が,15世 紀以降 は共有地ケッ

ターが,16～18世 紀にかけては極小の共有地ケ

ッターともいうべ きブリンクジッッァー(掘 立

て小屋 に住む者の意か)が,そ して16世紀には,

これ らの他に,非 定住の村落居住者であるホイ

ァーリングが発生 し,19世 紀前半に至るまで増

加し続けた.こ の歴史的経過の中で,申 世初期

以来の独身の奉公人も,16世 紀以降次第にその

性格を変化させていった.

こうして村落内部での階層制の進行 ととも

に,主 として外生的な要因(流 入者)に よる人

口圧力の申で土地の相対的不足が生 じ,生 活に

苦 しむ下層農民によって共有地の盗伐が行 わ

れ,「 コモンズの荒廃」がひきおこされたので

ある.

以上の定住形態の変遷は,フ ーフェ制度が村

落人口の自然増と社会増によってその土台 とな

る土地配分の平等性 と階層性が崩れてい く様子

を示 している.こ れは,資 源の枯渇化(共 有地

の相対的狭陸化)に 対 して,先 住者が既得権益

を守るために自己組織的な階層分化の展開で応

じ,資 源配分ルール(慣 習的土地所有制度)を

変化させなかったことの結果として解 しうるの

ではないだろうか.ロ ーマ時代,は 市民に分配

すべき公有地を獲得するために植民地拡大を不

断に継続したが,中 世では,資 源制約の もとで

再配分を望めない者たちは盗伐(環 境破壊)に

おいやられるしかなかったのではないか.

また,来 住者による人口圧力の他に,安 田喜

重氏の研究によれば,中 世の一時期を襲った異

常な寒冷気候が燃料 としての木材価格を高騰 さ

せ,森 林伐採圧力 となって,ヨ ーロッパに広 く

「コモンズの荒廃」がみられたという.

皿一3途 上 国 の コ モ ン ズ

環境汚染と所得分配の不平等性の拡大は今世

紀から来世紀にひくつ ぐ負の遺産である.長 い

植民地時代か ら急速に外来的な近代化の道を選

ばざるをえなかった途上国ではそれは加速度的

に進行 している.先 進国資本は,近 代の初頭か

ら国際競争 と利潤率の低下を克服するべ く,未

開発国というフロンティアを次々とつ くり出し

てはその落差 を利用しつつ抱摂 していった.途

上国経済は主体性を奪われた形で国際経済に巻

き込まれ,南 北の地域間格差は決定的に拡大 さ

れた.こ れに対して,途 上国政府は,爆 発的な

人口圧力の下で貧困か らの脱出をめざして経済

開発を進めたが,そ の多 くが資本 ・エネルギー

多用型の重化学工業を優先する工業化政策 と,

モノカルチュァ―型の資本型農業であり,そ れ

らは途上国の豊かな自然 を破壊するとともに,

先進国は自国の公害惹起型産業を,規 制や賃金

をバ ―ゲニングしても工場進出を歓迎する途上

国に移転 したことで,途 上国はさらに先進国の

環境汚染の輸出先 ともなった.

大塚啓二郎氏 は,論 文 『土地制度と 「森林」

問題』10>のなかで,「 森林破壊の原因の一つは

商業伐採であるが,そ の重要性は以外 と低い.

より重要 なのは農民による森林の伐採であ り,

森林現象面積の約3分 の2は これが原因である

と推定されている」,「(商業伐採は取締 もその

後の植林 も技術的に可能だが)は るかにやっか

いなのは,耕 地拡大のための森林の破壊である.

多 くの森林地帯にはすでに多数の貧 しい農民が

住み着いてお り,耕 作 と休閑を繰 り返 しながら

焼畑耕作で細 々と生活 を営んでい る場合が多

い.人 ロが少なかった時期 には,20～30年 の休

閑によって森林はよみがえり,森 林環境は維持

された.し か し人ロの急激な増加 とともに休閑

期間が短 くなり,森 林が再生する時間的余裕が

次第にな くなってきた.ま たそのために土地の

肥沃度は減少 し,作 物の収量 も低下傾向にある.

困ったことに,焼 畑農民は貧 しい国々の申で も

最 も貧しい人々である.他 に雇用の場がないか

らこそ森林に入 り込んでいる.森 林を再生させ

るという目的のために,彼 等をむりや りそこか

ら追い出すことはできない.」 と述べている.

速水佑次郎氏 も途上国開発経済論 の立場か

ら,所 説'1)のなかで,「 天然資源への依存度が

高 く,労 働力の吸収度が大 きい地場技術 と伝統
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『コモ ンズの悲劇』再考～ コモ ンズ論 の新展 開

的な生産システムによって支えられている現代

の途上国が先進国の資本 ・労働集約的な企業経

営と技術が導入されると,そ れは国内経済に波

及する前に一気に所得の不平等をひきお こし,

労働の限界生産性は低下 し,賃 金が引 き下げら

れるのに対 し,資 源地代は上昇 していく.そ の

結果,小 作農や労働者の所得は低下 し,地 主や

大農場主の所得が増大する.平 地の耕作適地が

不足すれば,生 活を支える農地に不足 した貧困

層は,都 市のスラムか海外に流出するか森林や

草地の再生力をこえて薪炭など生活物資を採取

し,過 密な家畜の放牧をせ ざるを得なくなって

くる.ま た,彼 等は,森 林や草地として保全す

べき傾斜地にまで耕地を拡大 してい く」 と述べ

ている.

両者が示す現代の途上国におけるコモ ンズの

荒廃のプロセスは,中 世ヨ―ロッパ にみ られた

コモンズの荒廃 と共通するメカニズムである.

貧困が焼畑サイクルの短縮,盗 伐などが環境破

壊への圧力になっているのであって,共 有を荒

廃に直接結びつけることは誤 りである.途 上国

の環境破壊は地球環境悪化に大 きな影響を及ぼ

し,,そ れによってひきおこされる異常気象は

平等に世界を覆 うが,真 っ先に被害を受けるの

は抵抗力がない途上国であ り,そ の国土はさら

に荒廃 し砂漠化が進む という悪循環 をひきおこ

す.即 ち,大 規模な渇水と洪水など気候変動は

途上国の基幹的産業である農業に直接,影 響 を

与えるために国の経済全体を直ちに波及する'2).

環境破壊は自然の再生能力をこえて行われる

略奪的な資源採取や伐採に起因するところが大

きいが,と くに途上国では,そ の多 くが国有地

か入会地(コ モンズ)と なっているところの山

林や原野の荒廃が大きな比重を占めている.こ

れも表面的,現 象的には利己的動機 によるコモ

ンズの荒廃による悲劇といえるが,そ れは普遍

的な人間存在如何 という哲学的議論に帰 される

領域ではなく,所 有形態がいかなるものであろ

うと生命の糧を自ら確保せねばならない という

問題である.先 の大塚氏はさらに,「最近の研

究によれば,西 アジアや北アフリカの広大な共

有地では,ま さに 「共有地の悲劇」が起 こって

いるようである.し かし,悲 劇が起 こるのは,

共有地であるか らではない.… 問題なのは開放

地であるか否かである.開 放地であればその利

用に規制がないから,過 剰な放牧や伐採は避け

がた く,い つかは悲劇が起こる.」「原生林が通

常オープンアクセスの状態にあることも,大 き

な問題である.オ ープンアクセス とは所有者が

あいまいで,土 地がだれにでも開放されている

状態を指す.歴 史的には,原 生林はあり余るほ

ど存在 した,し たがって,だ れも原生林の所有

権 を主張することはなかった.そ うした所有者

不在の制度が,人 ロ圧力が増大 し原生林が急速

に希少になった現在でも存在 し続けている.個

人にせよ,大 家族 にせよ,所 有者が確定 してい

れば,森 林を過度の伐採か ら守ろうとする動機

が働 く.し か し未開の原生林をもめごとの起こ

らぬように個人や大家族に分配 し,さ らに所有

権 を確定 し,か つそれを保護することは実際上

不可能である.し たがって原生林は開放地のま

まであることが圧倒的に多い.」 と述べている

ことは核心をついている.

亙 コモンズの悲劇 を超えて

IV-1偏 見 ・事実誤認 ・内省

(1)間 宮陽介氏は,先 の特集 『コモンズの悲劇

を超 えて』に寄せた論文のなかで,多 くの調査

研究が 〔焼畑→熱帯雨林消失〕 という因果関係

を支持してお り,熱 帯林消失の主要な原因が焼

畑にあることは間違いなく,焼 畑を自己破壊的

だと説 く人は少なくない,し かしなが ら,焼 畑

は人口圧力などの内生的な諸力によって自己破

壊す るもの と考れるのであれば,次 の理由でそ

れは間違いであると述べている.

第一に,焼 畑農業が千年以上もの長い間,森

林維持的な農業として営なまれて きたという事

実を看過すべ きではなく,そ れは焼畑がさまざ

まな点でエコシステムとしての科学的合理性 と

ともに,焼 畑期問と休閑期間のローテ―ション

等資源管理ルールとしての制度的合理性をもっ
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て い る こ とを示 す も の と して い る.

第二 に,た とえ人口圧力が熱帯林消失の大き

な要因だとしても,当 の人口増大は内生的な要

因とは思われないことである.即 ち,① 熱帯林

の消失は,農 村部からの移住者 という外生的な

人口圧力,即 ち,焼 畑のノウハウをもたず,ま

たコモンズの掟 としての焼畑ローテーションに

無縁の新参焼畑農民による面が大 きいこと.②

森林伐採やダム建設その他の森林開発に際 して

作 られた輸送用の道路が新参焼畑農民を呼び込

む路 となっていること.③ 森林の国有化 によっ

て慣習的土地所有制度が改められ,従 来のコモ

ンズ ・システムが維持で きなくなったことがあ

げられている.

①を補足 しよう.農 村部における人ロ圧力は

土地をもたない農民を外部に押 し出 し,押 し出

された人々は(都 市へ流入 しスラムを形成する

人々もいるが),熱 帯雨林に分け入って焼畑農

民を圧迫する.そ の結果,焼 畑農民は(環 境破

壊的な農業を営む者 として政府の積極的な移住

策 もあって),こ れまで利用 していなかった土

地で焼畑を行わざるをえず新たに森林に火入れ

をする.他 方で,水 田稲作農民であった熱帯雨

林の新入者は焼畑 については全 くの素人であ

り,ロ ーテーションを守らない.即 ち,十 分の

休閑期間をおかずに火入れをする.ま た,彼 ら

は火のコントロールに慣れないために森林を焼

き払ってしまった.一 これが森林火災のメカニ

ズムであるという.

(2)福 井勝義氏は同じ特集のなかで,北 タイ少

数民族の例をあげて,焼 畑 に対する偏見に満ち

た政策が焼畑少数民族 を森から追い出し,生 存

の危機にさらしていることを紹介 し,私 たちは

そのような実態を知ることなく,焼 畑の休閑地

に植林されさえすれば,「 地球の緑を1」 とい

うスローガンが実現 されたもの と無邪気 に信 じ

ているのではないかとの反省を促 している.つ

まり,外 部の者は,焼 畑が伐採 した森 を焼き払

うことに注目するあま り,焼 畑民を森林破壊者

と決めつけて しまう.そ の結果,熱 帯を中心 と

する各地で,国 際機関や途上国の政府は焼畑の

常畑化策 を推進 しようとしてきたばか りでな

く,焼 畑農業に依存する人々に対して強制的な

移住を迫 っているという.さ らに,福 井氏 は,

焼畑の休閑地が焼畑農民の同意を得ることな く

勝手に植林 されて しまうことによって二度とそ

の土地が畑 として利用できない状況になって し

まうことをあげて,「 地球の緑 を1」 というス

ロ―ガンが誰の立場に立ったスローガンである

のか と,実 態を知ることの必要性を訴えている.

(3)ま た,北 畠能房氏は環境資源管理法の制定

を提唱している.こ れは,開 発途上国の人々の

生活水準向上意欲が高いことを考慮すれば,今

後 とも環境汚染が進行する可能性が高いことに

対 して,わ が国の尊い犠牲者を出した公害の経

験を生かして,国 際貢献策としての持続的利用

を推進 し,コ モ ンズとしての自然環境の管理を

公的機関が国民か ら信託 されて行 うものとして

「環境資源行政」を位置づけるとい う主旨であ

る.

(4)し かし,環 境資源管理法の制定には,秋 道

智彌氏の提起 を考慮 しなければな らないだろ

う.秋 道氏は,木 炭生産の材料 として,あ るい

はエ ビ養殖用の汽水池 をつ くるためにマ ング

ローブ林が伐採され大規模 に消失 されている事

例をあげて,政 府が行 う環境保護のためのマン

グローブ伐採禁止 と,マ ングローブ林 を多面的

に利用 して生 きている人々の生活 との軋櫟につ

いて鋭い問題を提起 している.

つ まり,現 代において,地 球上のいかなる集

団の経済活動も生存 と商業とに二分 して色分け

できないことは事実であ り,「生存」を 「自給」

といいかえて も,商 業的行為 と自給的行為の差

異が不明瞭であることか らすれば,マ ングロー

ブ林 に依存する伝統的な生活をしてきた人々を

圧迫する環境保護策の矛盾をどう考えればよい

のだろうかと.

氏 は自らの問いに対 して,商 業的行為 と自給

的行為の ―両者の重虹 とその勉 ぎ,あ るい

は変化 を問題にする視点こそが重要であるとし

て,環 境保護が誰 もが是認する目的であるとし

ても,画 一的な規制や制度で規制することの難
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しさを提起 している.こ れは,先 の福井氏が,

「地球の緑 を1」 というスローガンの考察 と共

通するものを含んでいる.

秋道氏は,さ しあたっての現実問題としては,

慣習的あるいは在来の利用を尊重 し,無 節操な

商業主義を排除する方向性を確認 したいとして

いる.そ して,聖 地やカミの観念 自体が人間の

創造物であるとしても,そ こには人間の自然に

対する一つの関わり方が示 されているとして,

それを古 くさい無力なもの としてその知恵に目

を向けなくなったこと自体が問題なのではない

かと結んでいる.

N-2私 有概念の現在 ・過去 ・未来

無節操な商業主義を排除する方向という点で

は,初 期ロックの所有論が所有権を人権の基礎

とし,そ の範囲を一人の人間が コントロールし

うる範囲 として留保 をつけていたことは(周 知

のとお り,後 期ロックは貨幣を媒介にしてその

範囲が無制限に拡大することを認容するように

変わるが),法 学者村上淳一氏が,ド イツの公

法学者K.ハ インツ ・ラデ ―アの指摘 として紹

介していることと合わせて私有の持つ意味の過

去と未来に思いを致 させる.即 ち,「 環境政策

の場合だけでなく,一 般に,組 織を度外視して

社会秩序を構想 してゆ くことはます ます非現実

的になっている.自 律的な個人 という観念か ら

出発し,組 織をも個人の類推において法人とし

て構成するにとどまった私法の場合 も,む ろん

同様である.個 人の行為の持続可能性 を担保 し

えた法典が個人 と比べて高度の学習能力(内 部

処理能力)を 備えたさまざまの組織の登場,そ

れに伴う秩序原理の多元化 により適用困難とな

っている.」13)したがって,一 人の人間 と世界

企業を擬制する法人概念を見直 し,果 てしなく

自己膨脹を続ける企業の権能を何 らかの形で制

御す る企 てがや はり必要 なのではないだろう

か.

所有の機能についての議論は,本 稿 にとって

は遠大,深 淵すぎる課題である.こ こでは,共

有あるいは私有の議論は無限定的であったが,

関噴野氏が言うように,近 代 自由主義における

所有権が,自 己固有性 の延長(「 私」が 「私」

であるとい う 「私の固有性」)と して人格の尊

厳に関わる中世的な所有概念の残津のような面

と,あ る特定のシステムにおいてある特定の人

間が所有 を権力に転化できるチャンスをもちう

るか どうかという権力行使 に関わる両面をもっ

ている.つ まり,私 有 を暴力的で排他的なもの

とみるか,ロ ックのように人権の基礎 とみ,さ

らに初期マルクスが疎外 を克服する参加 ・獲得

の概念 とみたように,西 洋社会の人格の基礎に

は独特の概念がある.か かる私有 と共有が人間

存在にもつ意味を問うことは,人 間の行動様式

の解明を基礎 として組み立て られている経済学

にとって,市 場原理をどのようなものとして理

解するかに関わる根本問題で もあることはいう

までもない.そ の意味では 『コモンズの悲劇』

の提唱者は単に共有を空疎で形骸化 したもの と

みたが,非 西洋社会の伝統では共有を私有の弊

害を制御す る歴史的な経験知 とみていること

は,西 洋近代を相対化するうえで重要である.

しか し,そ こには,こ れも関氏を引用 していう

ならば,「非西洋社会的な人格においては,「私

は私であるのか」という問いはいまだに続いて

いるように思い ます.」 とい うことになるだろ

う.1・}

CO,排 出権売買にみられるように汚染権 さえ

をも私有化することを介 して市場経済 を活性化

することが新 しい水路を経由 して,A.ス ミスの

時代 とは異なるが,や は り同様な幸福 な予定調

和に達することがで きるのかどうか.つ まり,

環境破壊の主要な要因を市場主義的な収奪であ

ることを認めつつも,な おも利己の利益の最大

化 という方法を採用することを通 して(た だし,

その扱 う財がバッズであるという発想の転換に

よって)全 体 として公益を増進 しようとする新

しい画期的な仕組み となるのかどうかは,コ モ

ンズ論の観点か らも極 めて興味深 い提起 であ

る.な ぜならこれは,コ モンズの解体によって

土地を結合 していた掟は消失するが,新 しい掟

を再生 し,さ らに掟 自体 を取引することと考え
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ることがで きるようにも思 うからである.

しかしなが ら,こ の方法が成功するためには

同時に私有や競争をこれまで以上に鼓舞 して,

汚染権 を売買するインセンティヴを強め続けて

い くことが必要 となる.そ うであるとすれば,

資本主義は環境保護に展望をもちつつも,貧 富

の格差の拡大 という伝統的な課題をもって生 き

続けることになることもまた間違いない.先 の

大塚氏は次の ように結論づけている.「多 くの

発展途上国における森林問題 とは,人 口 ・食

糧 ・雇用問題である.こ の問題解決に向けての

最 も根本的な対策は,人 口の抑制,既 存の農地

からの食糧の増産,貧 困層のための雇用機会の

拡大である.要 は,森 林 を耕地に転換 しようと

す る圧力を軽減することであ り,森 林環境の保

護 にはとりわけ農業の発展が必要である」 と.

また,速 水氏 もこう述べている.「 このように,

途上国では所得水準 を向上させ,平 等性 と自然

環境の保全を図ることは不可能に近いが,さ り

とて,近 代化要求を否定することは間違ってい

る,自 然の再生力 に依存 した生産システムのま

までいることが共同体の維持 と自然のためだと

誰が主張できよう.」 と.

本稿をおえるにあたって,私 有か共有 という

円環的議論,二 律背反的議論の閉塞状況から脱

するためには,西 洋社会の私有のなかにある競

争と人権の二つの伝統を同根のもの とみなすに

とどまらず,徹 底的にその自己撞着をつ きつめ

ることが必要ではないか.同 時に,非 西洋社会

の共有のなかにある汎 自然的な人間観,世 界観

の意義の深 さを確認 しつつ も,現 世での諦めに

つなが りかねない側面を直視 し人権意識 として

の個の確立の水路を探ることが必要ではないか

との思いを深 くする.

おわ りに

『コモンズの悲劇』ほど殿誉褒既の激 しい比

喩は珍 しく,環 境問題の議論を活性化 したとい

う,い わゆる反面教師としての意味での役割は

たしかに大 きかった.し かし,(デ ィスクール)

言説としての 『コモンズの悲劇』が誤 りである

こと,あ るいはコモンズがいかに優れた資源管

理システムであるか(あ ったか)を い くら論証

してみて も,高 度な産業化社会ではどうするこ

ともで きないのではないかという諦めに似た問

いも発せ られよう.ま た,仮 にコモ ンズ論によ

って,近 代化あるいは資本主義社会を相対化す

る視点を獲得することによって 『コモンズの悲

劇』を超えたとしても,そ のことで満足 してよ

いのかという思いもある.

本稿では,歴 史学 と途上国開発論 という二つ

の実証研究 を援用 して,『 コモ ンズの悲劇』 に

おける論理構造の誤 りを,〔原因一現象一結果〕

の整合性の問題にあることに求めた.し か し,

この比喩が一時は広範に人々に受け入れられて

きた背景には,一 つには,歴 史上のコモンズや

途上国のコモンズなど,つ まり生産力が低い段

階のコモンズ論と,生 産力が高度な段階のコ毛

ンズ論 とは戦略も理論 も異なることを看過 して

いること.二 つには,コ モンズ=前 近代,資 本

主義 二近代 という図式 と偏見が色濃 く浸透 して

いた ことがある.し か し,『悲劇』 を再考 し,

この一セットととしてある二つの等式を再検討

することで,そ のような色分けではみえてこな

い,近 世 にもある合理性 としての商品経済 と,

近代 において発生 した市場経済から地球大のグ

ローバルな資本主義との連続性 と断絶が見えて

くる.

近代市民社会 自体は,一 方で個人主義的功利

主義を許 しなが ら,他 方ではたえずそれを抑え

る共同体 を追い求めてきた.わ が国において,

1950年 代の共同体否定論に対 して60年 代の共同

体肯定論(再 評価論)が 投げかけた問いに対 し

て後者自身が答えなければならないの と全 く同

様 に,『 コモ ンズの悲劇』の意義は共同体の否

定や批判,さ らには近代の相対化する視点を獲

得するすることで終わるのではな く,実 はそこ

から新 しい展開が待ち構えている.今 度はコモ

ンズ論の言説それ自体の構造や質を洗 うという

作業 の開始である.そ れは,通 例 のイデオロ

ギ ー暴露としての 『コモンズの悲劇』,そ れに
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代わるさまざまな立場のコモ ンズ論の言説が現

代の社会構造 と社会的行為 にとって整合的,適

合的な論理構造を備えているかを問い,そ れを

有効な政策や運動の理論(社 会計画論)と して

鍛えていく作業であるといえよう.

同時に並行して,コ モンズ論の最 も重要な意

義 としての近代化批判を深めてい くことが必要

であることには変わ りはない.し か し,西 欧的

世界観はさまざまな問題点 を宿 しなが ら,そ の

うちの闘争的で利己的な人間観は,人 間をその

ようなものとして仮説するがゆえに,人 間の競

争心を生かしながらも共倒れを回避するための

の抑制 を受け入れて社会契約の思想を生んだ.

このことをふまえて,私 有 と共有を相剋する対

立状況にお くことな く,類 の生存 と個人の人権

を保障するという原点に立ち,競 争と協調の優

れた機能を生かすためには,個 人として認めあ

う範囲,共 生の論理 をどこまで適用するか とい

う共同体の範囲=構 成員資格の問題 と,合 成の

誤謬を回避するための 「つなぎ目」の論理がね

じれないよう正 しくつなぐことが必要となって

くるだろう.さ らに近代 を推進 してきた(共 通

尺度への換算の最たるものとしての)貨 幣化,

制度化,社 会の国家化,専 門化をどうとらえる

のか….

しかし,さ しあたっては秋道氏 にならって,

市場システムかコモンズシステムかを俊別する

のではなく現実問題 として,固 い(制 度,政 策,

法律あるいは経済原理に規定されるもの として

の)環 境政策 と,柔 らかい(消 費者や企業の環

境倫理や市民運動 としての)環 境政策を俊別す

ることよりも,「 両者の重 な りとその必 ざ,

あるいは変化を問題に」 しつつ,現 代 コモンズ

論の射程を遠くに構えることにしよう.(以 上)

◆参考1

アー レ ン ト 『過 去 と未 来 の 問』 引 田他 訳,み

す ず 書 房,1994年.な お ア ー レ ン トの 紹 介 ・研

究 者 と して,千 葉 眞 『ア ー レ ン トと現 代 一 自由

の 政 治 とそ の展 望』 岩 波 書 店,1996年.千 葉 は

そ こで,ア ー レ ン ト政 治 理 論 の基 本 的 前 提 を次

の ように述べている.「彼女の理解するところ

によれば,「 公的領域」 とは 「公開性」と 「共

通性」を属性 としてもつ 「市民的公共性」(J.

ハーバーマス)の 空問であり,ま た古代ギリシ

アの 「ポリス」(都 市 国家)に おけるように,

人々が言論 と行為 を通 じて共同に参与 し.公 共

世界 をともに建設していく歴史の輝か しい公的

舞台 を意味 していた.… アーレン トの理解にし

たがえば,こ の意味での 「公的領域」の固有の

輝 きは,現 代の政治生活においては,国 家官僚
'制

や代議制や政党制などの種種の政治制度によ

って隠蔽 され,光 彩を失ってしまった.そ れは,

とりわけ,20世 紀の政治にあっては,大 衆社会

化状況,画 一性 と凡庸性の支配,人 間疎外 と世

界疎外の浸透,人 種的抑圧,帝 国主義,主 権国

家の覇権主義,フ ァシズムと全体主義,世 界戦

争,核 兵器主義,経 済企業体の過剰権力,組 織

的虚偽 と組織的暴力のエスカレーションによっ

て曇 らされて しまっている.ア ーレントにとっ

て 「公的領域」は,そ こに参与する各人の自由

とアイデンティティーの開示の場 として照明の

力を宿 しているが,そ れは同時に,一 個の 「精

神的領域」でもあ り,古 代 ローマ人が理解 した

ように,「人間性」が開示される現場その もの,

人々の自由なる政治的実存 の創造的空間でもあ

った.」(p5-6)

また,加 藤典洋 「語 り口の問題」(『敗戦後論」

講談社,1997年)は,ア ―レントが,イ ェルサ

レムにおけるアイヒマン裁判傍聴記 「イェルサ

レムのアイヒマン』(み すず書房,1969年)に

おいて共同性 と公共性の対立を問題に したこと

を,従 軍慰安婦問題 をめ ぐる歴史教育 ・歴史主

体(自 由主義史観)論 争に引 きつけて論 じ注 目

を浴びた.こ の共同性 と公共性の対立の観点か

らアーレントを抽出した加藤論文は,ア ー レン

ト自身の鋭い提起 を現代 に再提起するととも

に,戦 後 日本の現在を撃つものとして刺激的で

ある.

◆参考2

1980年 代に加速 した中南米,ア ジアからの移

民の大量流入,と りわけ不法移民が白人中間層
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の不満 と憎悪を煽 り,現 代アメリカの国論 を分

裂 させる最大の難問になっている.ア メリカの

主流に属する人々は,ア メリカの内部分裂を憂

い,西 欧的価値 ・歴史意識によって 「アメリカ

の自己同一性」を再構築する必要性を訴えてい

る.そ うした状況のもとで,カ ルフォルニァで

は,ア メリカ生れであって も不法移民の子女に

は市民権を認めないようにするという住民投票

「提案187号 」を成立させた.矢 作弘 『ロサ ン

ゼルス ー他民族社会の実験都市』(申 公新書,

1995年)は,ア メリカの都市社会の先行的指標

といわれる人種のるつぼ,モ ザイク都市ロサ ン

ゼルスを舞台に,米 国が苦悩す る社会の分断が

人種間の制度的な壁(見 える壁,見 えない壁)

をつ くり嵐す様を活写 している.

分裂 した社会はナショナリズムが支配 しやす

い.本 書出版後のアメリカはますますそ うした

傾向が顕著に表れている.例 えば,1997年 末に

は,米 議会は貿易協定に基づ く国内法案を無修

正で議会 に諮 ることがで きる一括通商交渉権

(ファス トトラック)を 大統領に与えることを

拒否した.貿 易は米国に恩恵をもた らすが,こ

れによって職を失ってしまう労働者にとっては

大打撃となるか らである.ま た,先 ごろ,合 法

的移民(ま だ市民権を獲得 していない人たち)

から,傷 害保険など多 くの重要な公的給付の取

得資格を剥奪することを目指す法案が提出され

ている.こ うした経済ナショナリズムとグロー

バリズムの間の緊張関係は,共 和党,民 主党に

共通する今 日の米国政治の最 も重要な特徴 とな

っている.

(1)矢 作は,一 般にリベ ラルだと考えられてい

る自然環境保護運動さえも,し ばしば反移民臭

の強い内向き志向が露骨に顔 を出すのに驚きを

示 している.例 えば,1970年 代末に結成 された

市民運動組織 「アメリカ移民改革連盟(FAIR)」

という反移民団体は,か つてリベラル派エコロ

ジス トと自称 していた人々の多 くがメンバーに

なっていることを紹介 している.FAIRの 基本

的な立場 は,「 どの国にも,ど の地域にも,そ

の自然環境を破壊 しないで同化できる適正な人

ロ規模がある」 というもので,ア メリカの 「ク

オリティ ・オブ ・ライフ」 を守るためには,現

在以上のベースで移民が増加 し続けるのは極め

て危険であること,即 ち,「 ラテンの猛襲」 と

いう言い方を してピスパニック人口の爆発的増

加を危険視 している.実 に,『 コモンズの悲劇』

の生みの親,G.ハ ーディンは現在,こ のFAIRの

理事 となってお り,ロ サンゼルス ・タイムスと

のインタビューの中で,「 多元的文化主義の末

路はバルカン化だ.人 種間衝突と社会的混乱ば

かりが蔓延して,結 局アメリカから自由が失わ

れる」 と述べて,現 在のペースでマイノリティ

人口が増え続 けることに強い懸念 を示 してい

る.彼 は,人 口抑制運動 「ゼロ人口成長(ZPG)」

の創設メンバーの一人でもあり,メ キシコ ・ア

メリカ国境に高圧電流 を通 したフェンスを張っ

てメキシコか らの不法越境者を撃退することを

提案 している箇所に接すると,『 コモンズの悲

劇』の当然の帰結を感 じざるをえない.さ らに,

FAIRはZPGの 他にも,「 カリフォルニアの人口

安定化(CPS)」 な どマルサス主義グループと

の連携が指摘 されている.

② また,ア メリカを代表する トップクラスの

自然環境保護団体である 「シエラクラブ」はサ

ンフランシスコに本部があ り,カ リフォルニア

の成長管理にも強い関心を示 している.焦 点の

一つは人口膨脹の抑制にあ り,州 の政策として,

「一世帯当た りの子供の数を二人に制限する必

要がある」などクラブの有力メンバーらは考え

ていることをみて,筆 者は,シ エラクラブは移

民問題への深入 りを微妙に避けてはいるが,こ

うした産児制限政策が実施されると,そ の影響

を最 も受けるのは出生率の高いマイノリティの

貧困層であり,し たがって,成 長管理政策の訴

えが反移民キャンペーンの色彩を帯びるのは避

け難いと慨嘆 しつつ,岡 島成行 『アメリカの環

境保護運動』を想起 し,そ の生い立ちと伝統か

ら考えれば,ア メリカの自然環境保護運動が今

日的状況の中で反移民イデオロギーに向かうの

はあるいは当然の成 り行きかもしれない」 と述

べている.(こ れらの他に,環 境意志決定とア
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メリカ型民主主義の功罪をレポー トした力作 と

して,諏 訪雄三 『アメリカは環境に優 しいのか』,

新評論,1997年 がある.)

(3)し かしその一方で,公 民権運動の伝統 は

「環境的公正(envirome且taljustice)」の理念のな

かに脈々と流れていることに矢作 は言及 してい

ない.例 えば,1997年7月,ロ サンゼルスの環

境保護団体は,地 域の大気環境管理局などを相

手 どって,排 出権インセンティブを利用 した工

場からの有毒物質の排出は,貧 困でマイノリテ

ィーの,あ るいは公民権を奪われた住民の住む

地域社会にあっては公民権法に反していると訴

えている.環 境的公正とは,価 値規範が異なり,

手続 き的正義からこぼれおちる人々,そ して結

果 としてふりおとす役割をしている西欧近代の

手続き的正義の前提 に,「市民社会の市民 とは

誰か」 という問題が,即 ち,市 民社会の市民が

現実にはまさに同質の市民ではないにもかかわ

らず平等 とみる民主主義の孕む構造的問題があ

る.(1997年11月13日 付朝日新聞(朝 刊)「 見 え

ざる手は有効か 米国の実験」)

戸田清 によれば,「 環境 的公正 の思想 とは,

人間活動全体 としての環境への負荷 を減 らすと

同時に,環 境 からの便益(環 境資源の享受),

及 び環境破壊 の負 担(被 害)に 「公平原則

(equityprinciple)」を適用することによって,環

境保全 と社会的公正の同時達成 をめざす思想で

あると,ひ とまずは定義 して よいであろう.」

(「解説 社会派エコロジーの思想」p178)と さ

れる.ま たその中心原則は,R.ホ ブリクターに

よれば,「天然資源に対するアクセス,き れい

な空気を及び水,適 切なヘルスケア,住 まいの

提供および安全 な職場 を求める権利 を強調す

る.こ のような基本的なニーズを満たせていな

いのは,偶 然からではなく,制 度的な決定,市

場の慣行,差 別,お よび経済成長を絶えず求め

ることに原因がある.そ れゆえ環境問題は貧困,

人種差別,性 差別,失 業,都 会の悪化,お よび

企業の活動により損なわれる生活の質のような

他の社会的不公正と切 り離すことがで きない.」

(「環境的公正 一その理論 と実践」p270)(と も

に,大 原秀雄監修 『環境思想の系譜2環 境思

想と社会』東海大学出版会,1995年.所 収)

◆参考3

(1)イ ンドネシアのカリマ ンタン(ボ ルネオ

島),ス マ トラ島では3,4年 に一度の周期で

大規模 な山林火災がある.火 災の原因の大半は,

パーム油やゴム園の開発や産業造林のための火

入れ,伝 統的焼畑農業の火の不始末などで,開

発事業が増えるに伴って火災は起 きやす くなっ

ている.と くに1997年 の山火事は,エ ルニーニ

ョ現象の影響で異常乾燥状態が続いたこともあ

って,(九 州の面積に匹敵する約350万 ヘクター

ルが焼けた)1983年 以来の規模だった.イ ンド

ネシア政府が確認しているだけで約30万 ヘクタ

ール,ア ブラヤシなどの大規模農園を含めると

100万 ヘクタール以上とみ られる(85年 には約

60万 ヘクタールだったアブラヤシの大規模農園

はここ10年 間に開発 されて220万 ヘクタールに

拡大 している).年 初か ら6月 までの両島を中

心 とした火災の発生件数は800件 異常,消 失面

積はイン ドネシア林業省の推定で1万 ヘクター

ルと概算 されている.

FAO(国 連食糧農業機関)が まとめた世界の

森林面積 は約34億5,000ヘ クタールで,陸 地全体

に対する森林率は27%で ある.1990年 以降,先

進国では年間約170万 ヘクタールずつ増えてい

るのに対 し,途 上国では約1,300ヘ クタールずつ

減ってお り,減 少している殆どが熱帯地域の天

然林である.1980年 か ら10年間の減少面積は年

平均1,460ヘ クタール.そ れよりややペースは

落ちているものの依然として,本 州の半分以上

の面積 に相当する熱帯林が毎年消失 している.

(2)そ のなかで,温 室効果ガス削減の余波 とし

て,先 進国の保護策で逆に伐採が進む恐れが出

てきている.京 都議定書には,先 進国内の90年

以降の植林を温室効果ガスの吸収による削減量

として,一 方,伐 採は排出による増加量 として

カウン トすることが盛 り込まれた.6%の 削減

義務を負った日本は吸収の増加 に躍起になって

お り,「国内の森林を保護するために,削 減義

務のない途上国に木材需要が向か う恐れがあ
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る」と警戒されているのがそれだ.

先進国が途上国に植林 した場合,そ の一部を

援助 した先進国の削減量として算入することが

認められる可能性があるが,そ れはまだ先の話

だ.製 紙業界は70年代から海外で植林 を続けて

いるが,1996年 末までの植林実績は合わせて19

万ヘクタールで,1年 間に世界で減る森林の1.5

%に すぎない.

(3)し か し,森 林の保護と再生には自然の状況

や地域の特性に応 じた対応が必要だ.そ う考え

る根拠として次のことが指摘されてれる.① 樹

種 も成長が早 くてパルプ原料になるユーカリや

アカシアが殆 どで,同 じ種類の ものばか り植林

すれは生態系 を無視することになる.② しかも,

ユーカリは種類によっては葉や樹皮に有害物質

を含む.③ また,熱 帯雨林 には野生生物の約半

数が生息するといわれ,遺 伝子資源の宝庫でも

ある.④ さらに,途 上国の地域人ロの3分 の2

以上は家庭燃料を木材 に頼 り,食 糧 を森林に依

存する人も多い.15)

(4)一 方,森 林の伐採は植林などで森林が再生

できるのに,森 林火災は(百 年単位でみれば森

林の健康維持に役立つとされるものの)短 期間

では破壊 しか残 らず,そ の影響は伐採 よりはる

かに深刻である.し かし,1991年 に森林火災が

多発 した時,イ ン ドネシアのアラタス外相が

「熱帯雨林の伐採には反発する先進国が森林火

災では行動を起こさない.熱 帯雨林保護運動の

真意を疑う」 と批判 したように,常 々 「地球の

肺」である熱帯雨林の伐採活動を 「地球環境の

破壊」として反対 している先進国の世論の動き

は鈍かった.森 林火災の原因ともなっている開

発事業のあり方の見直しや,財 源 ・人材不足か

ら有効な手が打てないでいるインドネシア政府

への支援や助言 も含め,森 林火災にどこまで本

気で取 り組むのかという先進国の環境保護の意

欲がここでも問われている.(1997年9月1日

付B本 経済新聞 『ニューズ複眼:多 発する熱帯

雨林火災』編 集委員:小 牧利寿/1998年1月18

日付朝日新聞 『主張 ・解説:減 り続ける途上国

の森林 一地域に合った支援拡大を」石井徹 を参

照 した.)

◆参考4

(1)ト マス ・シェリング 「地球温暖化対策の盲

点」 『中央公論1998年1月 号』がある.後 者は,

「途上世界の将来世代が受益者 となる気候変動

緩和のためのコス トを先進諸国が負担する」と

いう現在の議論には,ど こか現実逃避の嫌いが

あるのではないか との疑問を投げかける.つ ま

り,そ の代替策 として,農 業や屋外での生産活

動への依存率が高 く,大 気汚染,水 質汚染,不

衛生な生活環境,疾 病 という切実な環境問題に

直面 している途上国の人々をまさに現在,援 助

することが必要ではないかと主張 している.途

上世界の将来世代を受益者 として考える根拠と

して,シ ェリングは次のように指摘 している.

「…実際に気候が変動 し始める頃には,途 上世

界の経済は依然 として先進諸国経済ほどには

(気候変動に)強 くないと考えられるからであ

る.先 進世界では国民所得のいかなる要素 も気

候の変動に左右 されることは殆 どあ りえない.

現実的にみて,気 候に左右 されるのは農業部門

だけであるし,先 進諸国の国民所得に占める農

業の比率は非常に低 く,例 えば米国では3%で

ある.気 候の変動によって農業の生産性が大幅

に低下 した場合,生 活コス トは1%か2%上 昇

するだろうが,そ の頃までに一人当たりの所得

は倍増 しているだろう.こ れとは対照的に,途

上諸国では,現 在GNPの3分 の1,そ して人

口の半分が農業に依存 してお り,彼 らは当面の

間,気 候の変動に弱い状態のままだと思われ

る.」

(2)ま た,『 世界の資源1998-99』-UNDP(国

連開発計画),UNEP(国 連環境計画),世 界銀

行,世 界資源研究所などが共同で二年毎に発行

される報告書で,世 界の病気や死亡の約4分 の

1は 環境 と何 らかの関係があるとWHO(世 界

保健機関)も 指摘しているため,今 回は環境 と

健康の関係に絞って調査 された一は,環 境悪化

による健康被害が目立つのはアフリカのサハラ

砂漠以南の諸国やアジアの一部途上国で,と り

わけ,子 どもへの被害が大きいと指摘 している.
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世界中で毎年約1,500万人の子 どもが家庭内の毒

物や汚染 された飲み水,空 気など環境悪化が原

因で死亡 しているが,そ のうち,工 業化に伴 う

大気汚染や,家 庭用の粗悪な料理用 コンロ ・燃

料の煙が引き起こす室内汚染が原因の急性の呼

吸器感染で約400万 人,汚 れた水など不衛生な

環境による下痢で約300万 人の子 どもが毎年死

亡している.そ の殆 どが5歳 以下の幼児 という.

また,農 地拡張などが原因でマラリアも増加

しているが,年 間約300万 人近いマラリアの死

者の多 くは子 どもである.こ れ ら感染症 を媒介

する蚊は,温 暖化によって生息域がさらに広が

る恐れがある.報 告書によれば,貧 富の差がそ

のまま健康状態の差になり,格 差は拡大 してい

る.実 際,世 界人口の5分 の1に あたる最貧層

は最低限の食料,水,衣 服にも事欠 き,環 境悪

化の影響を受けやすい.先 進国でも低所得層ほ

どぜんそくや結核が多い.

(3)一 方,世 界銀行は,東 アジァの貧困が過去

20年 で急速に是正 されたとするレポー トを発表

した.日 本 とNIES(新 興工業経済群)を 除いた

同地域では1975年 には10人 当たり6人 が1日1

米 ドルの収入もなかったが,1995年 には2人 ま

で減ったという.反 面,所 得格差が拡大 してお

り,教 育の充実など一層の努力が欠かせない と

の課題も指摘 している.

(4)ガ ンジー開発研究所所長代理のジョテイ ・

パリクは次のように主張 している.① アジアは

各国間の不均衡 と多様性が世界で最 も大きい.

地域の環境 も,貧 困と繁栄,都 市 と地方の双方

から脅威を受けている.② 例えば,発 展途上国

の都市部では,貧 困であるがゆえに排出物の多

い生物燃料の多用や衛生施設の不備 などによっ

て環境は圧迫されている.し かし,経 済成長 し

ても利益が偏在すれば,や は り環境は悪化する.

③先進国と途上国,都 市 と地方は環境問題の中

ですべてつながっている.一 方が他方を支援す

ることは,や がて全体の利益につながる一と.

(「アジア環境報告(下)「 脅威,貧 困 ・繁栄の

両面か ら」,1997年11月26日 付 日本経済新聞

(朝刊)『経済教室』)
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